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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内を通過した光に基づいて前記被検体に関する情報を取得する光学式生体情報計
測システムにおいて、
　前記被検体に対して光を照射し、当該被検体内を通過した光を受光する光学的手段と、
　前記被検体に接触して設けられ、前記光学的手段と前記被検体との間の光学的接続性を
向上させると共に、照射される前記光が通過する前記被検体内の領域の少なくとも一部の
温度を制御するものであって、前記光学的接続性を向上させるための光整合層と、前記温
度制御を実行する温度制御層との少なくとも二層を有する接触手段と、
　を具備することを特徴とする光学的生体情報計測システム。
【請求項２】
　前記接触手段は、所定の物質との化学反応による発熱反応又は吸熱によって、前記温度
制御を行うことを特徴とする請求項１記載の光学的生体情報計測システム。
【請求項３】
　前記所定の物質は、空気、光、電磁波、人体組織成分の少なくともいずれかであること
を特徴とする請求項２記載の光学的生体情報計測システム。
【請求項４】
　前記接触手段は、自身の状態変化による発熱反応又は吸熱によって、前記温度制御を行
うことを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の光学的生体情報計測システ
ム。



(2) JP 4772408 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

【請求項５】
　前記接触手段は、被検体の物理的状態を変化させることによる当該被検体自身の温度変
化によって、前記温度制御を行うことを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか一項記
載の光学的生体情報計測システム。
【請求項６】
　前記接触手段は、前記光学的手段によって照射される光のエネルギーを熱エネルギーに
変換することで、前記温度制御を行うことを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか一
項記載の光学的生体情報計測システム。
【請求項７】
　前記接触手段の温度を上昇又は下降させるための温度制御素子をさらに具備し、
　前記接触手段は、前記温度制御素子からの制御によって発熱反応又は吸熱反応を誘発す
る物質を有すること、
　を特徴とする請求項１乃至６のうちいずれか一項記載の光学的生体情報計測システム。
【請求項８】
　前記光が通過する前記被検体内の領域の少なくとも一部の温度を測定する温度測定手段
と、
　前記測定された温度に基づいて、前記温度制御素子を制御する素子制御手段と、
　をさらに具備することを特徴とする請求項７記載の光学的生体情報計測システム。
【請求項９】
　前記光が通過する前記被検体内の領域の少なくとも一部の温度を測定する温度測定手段
と、
　測定された温度に基づいて、測定開始のタイミング、測定終了のタイミングのうちの少
なくとも一方を制御するタイミング制御手段と、
　をさらに具備することを特徴とする請求項１乃至８のうちいずれか一項記載の光学的生
体情報計測システム。
【請求項１０】
　前記接触手段は、少なくとも４００乃至２５００ｎｍの波長の光を９０％以上透過する
ことを特徴とする請求項１乃至９のうちいずれか一項記載の光学的生体情報計測システム
。
【請求項１１】
　前記接触手段は、少なくとも４００乃至２５００ｎｍの波長の光における屈折率が１．
３８乃至１．５０の値であることを特徴とする請求項１乃至９のうちいずれか一項記載の
光学的生体情報計測システム。
【請求項１２】
　前記接触手段は、
　熱伝導性に優れ、
　少なくとも１０℃乃至４５℃の温度において、少なくとも４００乃至２５００ ｎｍの
波長の光を照射しても化学的に安定であり、
　前記被検体に直接接触しても安全無害な材料であること、
　を特徴とする請求項１乃至９のうちいずれか一項記載の光学的生体情報計測システム。
【請求項１３】
　前記接触手段は、
　柔軟性に優れ、
　前記被検体表面及び前記光学的手段との接触性が良い材料であること、
　を特徴とする請求項１乃至９のうちいずれか一項記載の光学的生体情報計測システム。
【請求項１４】
　前記接触手段は、シリコンゴム、シリコンゲルその他のシリコン樹脂材料であることを
特徴とする請求項１乃至９のうちいずれか一項記載の光学的生体情報計測システム。
【請求項１５】
　前記接触手段は、ポリジメチルシロキサン（PDMS: Polydimethylsiloxane）を成分とす



(3) JP 4772408 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

ることを特徴とする請求項１乃至９のうちいずれか一項記載の光学的生体情報計測システ
ム。
【請求項１６】
　前記接触手段は、前記被検体との接触面において、１０℃乃至４５℃までの範囲に属す
る熱反応により、前記温度制御を行うことを特徴とする請求項１乃至９のうちいずれか一
項記載の光学的生体情報計測システム。
【請求項１７】
　前記接触手段は、前記光学的手段の光照射面及び受光面の少なくとも一方、又は前記被
検体表面に貼付するシート形状を有することを特徴とする請求項１乃至１６のうちいずれ
か一項記載の光学的生体情報計測システム。
【請求項１８】
　前記接触手段は、前記光学的手段の光照射面及び受光面の少なくとも一方、又は前記被
検体表面に塗布する液体状であることを特徴とする請求項１乃至１６のうちいずれか一項
記載の光学的生体情報計測システム。
【請求項１９】
　前記接触手段は、自身の含有する成分の化学反応による発熱反応又は吸熱反応によって
、前記温度制御を行うことを特徴とする請求項１乃至１６のうちいずれか一項記載の光学
的生体情報計測システム。
【請求項２０】
　光学的手段によって受光される被検体内を通過した光に基づいて、当該被検体に関する
情報を取得する光学式生体情報計測システムにおいて用いられるカップリング層であって
、
　光学的接続性を向上させるための光整合層と、
　温度制御を実行する温度制御層と、を具備し、
　前記被検体に接触して設けられ、前記光学的手段と前記被検体との間の光学的接続性を
前記光整合層によって向上させると共に、照射される前記光が通過する前記被検体内の領
域の少なくとも一部の温度を前記温度制御層によって制御すること、
　を特徴とするカップリング層。
【請求項２１】
　所定の物質との化学反応による発熱反応又は吸熱によって、前記温度制御を行うことを
特徴とする請求項２０記載のカップリング層。
【請求項２２】
　前記所定の物質は、空気、光、電磁波、人体組織成分の少なくともいずれかであること
を特徴とする請求項２１記載のカップリング層。
【請求項２３】
　自身の状態変化による発熱反応又は吸熱によって、前記温度制御を行うことを特徴とす
る請求項２０乃至２２のうちいずれか一項記載のカップリング層。
【請求項２４】
　被検体の物理的状態を変化させることによる当該被検体自身の温度変化によって、前記
温度制御を行うことを特徴とする請求項２０乃至２２のうちいずれか一項記載のカップリ
ング層。
【請求項２５】
　前記光学的手段によって照射される光のエネルギーを熱エネルギーに変換することで、
前記温度制御を行うことを特徴とする請求項２０乃至２２のうちいずれか一項記載のカッ
プリング層。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光を用いて、血液や細胞液などの体液や生体組織に含有する物質の濃度等の
生体内部情報を非侵襲に計測する光学的生体情報計測システム、及び光学的生体情報計測
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に使用されるカップリング層に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体情報を観察・診断する手法には様々なものがある。その一つである光を用いた生体
情報の計測（光学式生体情報計測）は、健康管理や、疾病の診断や治療、或いは美容を目
的とした血液や生体組織細胞中あるいは生体組織細胞外の体液中の物質濃度、或いは生体
組織の光物性情報を客観的に計測することができる。例えば、計測に用いる光の波長を制
御することにより、グルコース、コレステロール、中性脂肪、アルブミン等の蛋白成分、
ヘモグロビン、クレアチニンなどの血中成分濃度、酸素や二酸化炭素などの生体内ガス濃
度、及びアルコールや薬物などの濃度、あるいは癌、炎症、皮膚保湿能、動脈硬化等に代
表される生体組織の変性に関する情報を非侵襲的に測定することが可能である。
【０００３】
　従来の光学式生体情報計測装置としては、例えば、被検体の皮膚表面などに異なる複数
の波長の近赤外光を照射し、それらの検出信号を基準信号と測定信号とに分け、これらの
値を演算処理することにより被検体内に存在する物質の成分や濃度を測定するものがある
（例えば、特許文献１、特許文献２参照）。
【０００４】
　また、一般に、生体組織の光学的特性は個体差間や部位によって異なる。このような光
学的特性の差異は、例えば、光路内に血管等がある場合には血液の拍動を原因とする光信
号変動が発生する等、測定精度に大きな影響を与える。従来の光学式生体情報計測装置に
は、このような個体差間や部位によって異なる光学的特性の影響を抑制するために、複数
の波長の光を照射し拡散、透過、若しくは反射する光信号を収集し、それらの情報から相
互相関などの処理を行うことにより、被検体の組織性状を反映した所望の情報を精度良く
抽出する方法がある（例えば、特許文献３、特許文献４、特許文献５参照）。
　また、光学式生体情報計測においては、計測結果が、計測部位の温度に依存する場合が
ある。この問題を解決するものとして、計測部位の温度を制御する方法（例えば特許文献
６参照）、計測部位の温度に基づく補正を行う方法（例えば特許文献７参照）、計測部位
の温度変化による測定結果の変化によって測定する方法（例えば特許文献８参照）等が知
られている。
【０００５】
　一方、光学式生体情報計測においては、被検体に光を照射し当該被検体を透過等した光
を検出するために、光ファイバ等の光照射／検出手段を被検体表面に接触させた状態で使
用する。このとき、光ファイバと被検体の屈折率差による光伝搬損失を抑制し、接触性を
向上させるため、当該被検体表面にカップリング材が塗布される。この様なカップリング
材を用いて被測定部位の血流量を制御する方法として、皮膚表面に生理学的添加剤を塗布
する方法がある（例えば特許文献９参照）。また、カップリング材を用いて被測定部位の
熱伝導性を高める方法として、皮膚表面にシリコンオイル等の熱伝導性が高い媒介物質を
塗布する方法がある（例えば特許文献１０参照）。
【特許文献１】特公平３－４７０９９号
【特許文献２】特公平５－５８７３５号
【特許文献３】特開平１０－３２５７９４号
【特許文献４】特開平１１－５０６２０７号
【特許文献５】米国特許公報５７４７８０６号
【特許文献６】国際出願第ＷＯ９９／５９４６４号
【特許文献７】特開平１１－５０６２０７号
【特許文献８】特表２００２－５１５２７７号
【特許文献９】特表２００２－５２７１８０号
【特許文献１０】特表２００３－５２４４６７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　従来の光学的生体情報計測装置においては、例えば次のような問題がある。
【０００７】
　すなわち、計測部位の温度制御を行うため、光計測機構に加えて、温度制御素子及び制
御回路からなる温度制御機構を必要とする。従って、装置全体の重量及びサイズは比較的
大きなものとなり、使い勝手や携帯性に欠ける場合がある。また、温度制御のための電力
を必要とするため、電源持続時間が十分でない場合がある。
【０００８】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、従来に比して軽量且つ小型であり、電源
を長時間持続させることができる光学式生体情報計測システム、及び当該システムに用い
られるカップリング層を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記目的を達成するため、次のような手段を講じている。
【００１０】
　請求項１に記載の発明は、被検体内を通過した光に基づいて前記被検体に関する情報を
取得する光学式生体情報計測システムにおいて、前記被検体に対して光を照射し、当該被
検体内を通過した光を受光する光学的手段と、前記被検体に接触して設けられ、前記光学
的手段と前記被検体との間の光学的接続性を向上させると共に、照射される前記光が通過
する前記被検体内の領域の少なくとも一部の温度を制御するものであって、前記光学的接
続性を向上させるための光整合層と、前記温度制御を実行する温度制御層との少なくとも
二層を有する接触手段と、を具備することを特徴とする光学的生体情報計測システムであ
る。
　請求項２０に記載の発明は、光学的手段によって受光される被検体内を通過した光に基
づいて、当該被検体に関する情報を取得する光学式生体情報計測システムにおいて用いら
れるカップリング層であって、光学的接続性を向上させるための光整合層と、温度制御を
実行する温度制御層と、を具備し、前記被検体に接触して設けられ、前記光学的手段と前
記被検体との間の光学的接続性を前記光整合層によって向上させると共に、照射される前
記光が通過する前記被検体内の領域の少なくとも一部の温度を前記温度制御層によって制
御すること、を特徴とするカップリング層である。
【発明の効果】
【００１２】
　以上本発明によれば、従来に比して軽量且つ小型であり、電源を長時間持続させること
ができる光学式生体情報計測システム、及び当該システムに用いられるカップリング層を
実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の第１実施形態及び第２実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の
説明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重
複説明は必要な場合にのみ行う。
【００１４】
　（第１実施形態）
　図１は、本実施形態に係る光学的生体情報計測システム１のブロック構成図を示してい
る。同図に示すように、本光学的生体情報計測システム１は、光プローブ１１、合波部１
５、光源部１７、光検出部１９、信号増幅部２１、データ収集部２３、信号処理部２５、
制御部２７、データ記憶部３１、電源部３３、操作部３５、表示部３７を具備している。
【００１５】
　光プローブ１１は、被検体Ｐに接触して使用され、被検体に対して計測用の光を照射し
、当該被検体内を拡散、透過、反射等した光を検出する。当該光プローブ１１は、接触部
１２、照射・受光部１３、温度センサ２９を有している。
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【００１６】
　接触部１２は、当該光学的生体情報計測システム１を用いた生体情報計測において、被
検体Ｐに当接されるカップリング層である。この接触部１２は、照射・受光部１３と被検
体Ｐ表面との屈折率の違いに起因する光照射効率、光検出効率を向上させるため（光学的
接続性を取るため）、及び光プローブ１１と被検体Ｐとの間に空気を介在させないための
機能を有する。また、接触部１２は、生体情報計測において、照射される光が通過する被
検体内の領域の少なくとも一部（例えば、計測対象部位及びその近傍）が所定の温度とな
るような温度制御機能を有する。さらに、必要に応じて、光の集光性を向上させるための
光学的レンズの機能を持つ。この接触部１２の具体的構成については、後で詳しく説明す
る。
【００１７】
　照射・受光部１３は、光源部１７より発生された光を被検体Ｐ内に照射するための光路
を形成する照射部、及び被検体Ｐ内を拡散、透過、反射した光（生体通過光）を受光する
ための受光部を有している。これら照射部、受光部には、例えば光ファイバ等を採用する
ことができる。
【００１８】
　温度センサ２９は、計測部位及びその近傍の温度を検出するセンサである。温度センサ
２９が検出する温度は、データ記憶部３１に逐次送り出され記憶される。なお、本実施形
態においては、この温度センサ２９は、光プローブ１１内に設ける構成とした。しかしな
がら、これに拘泥されず、例えば光プローブ１１と別体とすることで、当該光プローブ１
１を小型化する構成としてもよい。
【００１９】
　合波部１５は、光源部１７より発生した複数の単色光あるいはそれに近い光を同一光軸
に重ね合わせる。
【００２０】
　光源部１７は、所望の一つもしくは複数の単色光あるいはそれに近い光を発生させる。
この光光源部１７としては、例えば半導体レーザ（ＬＤ）や発光ダイオード（ＬＥＤ）等
の小型の発光素子、タングステン・ハロゲンランプ等の白色光源から発せられる光を干渉
フィルタ等の分光手段で所定の波長に分光するもの等を採用することができる。ここで、
波長帯域が３８０～７７０ ｎｍ程度の電磁波を可視光、７７０～１５００ ｎｍ程度の電
磁波を近赤外光、１５００～３０００ ｎｍ程度の電磁を中赤外光、及び３０００～２５
０００ ｎｍ程度の電磁波を遠赤外光とする。
【００２１】
　光検出部１９は、所望の一箇所もしくは複数の被検体部位からの生体通過光に起因する
光信号を同時に検出し電気信号に変換する。この検出部１９には、フォトダイオード（Ｐ
Ｄ）や光ファイバ等を採用することができる。
【００２２】
　信号増幅部２１は、光検出部２９によって検出された信号を所望の振幅に増幅する。こ
れは、被検体Ｐを透過又は反射して検出される光信号の強度は、被検体内に存在する所定
の物質の存在比率や濃度に依存し、解析対象とする光信号を常に一定の強度（振幅）にす
るためである。
【００２３】
　データ収集部２３は、信号増幅部２１において増幅された光信号をＡ／Ｄ変換し、デジ
タル信号を収集する。
【００２４】
　信号処理部２５は、データ収集部２３において収集されたデジタル信号に対して所定の
信号処理を実行し、被検体内に存在する物質の成分や濃度、或いは被検体組織の変性や変
化に関連する光の吸収率、拡散係数その他の光物性情報を算出する。例えば、信号処理部
２５は、被検体内に存在する物質の成分や濃度、光物性情報等と受光した光に関する情報
とを、予め当該被検者や所望の被検者群において本システムと他の標準的な手法により得
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られる測定データから統計的解析方法などを用いて両方の測定データの関係を数学モデル
化しておき、この数学モデルに従って、被検体内の所定物質の濃度等を算出する。
【００２５】
　なお、信号処理部２５において実行する算出方法は、上記例に拘泥されない。例えば、
特公平６－１０３２５７号公報、米国特許第５５５１４２２号公報、国際出願第ＷＯ９９
／５９４６４号公報等に記載されている、照射点と受光点の距離を変えることによって実
質的に光拡散光路長が異なる複数の測定データから物質の吸光度を算出する空間分解拡散
反射法、特開平１０－３２５７９４号公報、特開平１１－５０６２０７号公報、米国特許
第５７４７８０６号公報等に記載されている、複数の波長の光を利用する方法等を用いる
こともできる。更には、特表２００２－５１５２７７号公報に記載されている、被測定部
位の温度変化による、光の拡散・透過・反射の変化によって、測定する方法を採用するよ
うにしてもよい。
【００２６】
　制御部２７は、図示していないＣＰＵ、メモリ等を有しており、システム全体の制御中
枢として各構成要素を制御すると共に、当該光学的生体情報計測システム１を静的又は動
的に制御する。
【００２７】
　データ記憶部３１は、温度センサ２９から受け取った温度情報、信号処理部２５におい
て実行される算出処理に関するプログラム、データ収集部２３によって収集されたデータ
等を記憶する。
【００２８】
　電源部３３は、表示部３７、制御部２７、光源部１７、信号増幅部２１等へ電力を供給
する。
【００２９】
　操作部３５は、オペレータからの各種指示・命令・情報をとりこむためスイッチ、キー
ボード、マウス、ボタン、タッチキーパネル等を有している。
【００３０】
　表示部３７は、制御部２７等から受け取った生体情報等を、所定の形態にて表示する。
表示部３７の情報表示方法は、画面への表示などによる視覚情報伝達手段の他にも、音声
などによる聴覚情報伝達手段、あるいは振動などによる触覚情報伝達手段などを用いるこ
ともできる。この様な手段を採用することにより、被検体内に存在する物質の成分や濃度
、或いは被検体組織の変性に関する情報を、視覚的、聴覚的、触覚的な手法、或いはこれ
らの組み合わせからなる手法によって操作者に通知することができる。
【００３１】
　（接触部）
　次に、光プローブ１１に設けられる接触部１２について説明する。
【００３２】
　図２は、本実施形態に係る光学的生体情報計測システム１が有する光プローブ１１の断
面図の一例を示している。また、図３は、本実施形態に係る光プローブ１１を光照射面側
（又は光検出面側）から見た構成の一例を示した図である。
【００３３】
　図２、図３に示すように、接触部１２は、光整合層１２Ａと温度制御層１２Ｂとを具備
しており、それぞれの層は後述する構成・機能を有する。また、本光プローブ１１では、
照射・受光部１３を構成する照射用光ファイバ１３Ａ及び受光用光ファイバ１３Ｂのそれ
ぞれを囲む様に温度センサ２９が設けられている。なお、本実施形態においては、接触部
１２は光整合層１２Ａと温度制御層１２Ｂとの二層から構成される場合（必ずしも積層構
造でなくてもよい。）を例とする。しかしながら、これに拘泥されず、光整合層１２Ａの
機能及び温度制御層１２Ｂの機能の双方を有する一層構造としてもよい。また、光整合層
１２Ａと温度制御層１２Ｂとは、いずれが被検体側に設けられていてもよい。
【００３４】
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　光整合層１２Ａは、照射・受光部１３と被検体Ｐとの間の光学的接続性を取るための層
であり、例えば以下の構成及び機能を有する。
【００３５】
・当該光学式生体情報計測システム１で使用する波長域において十分な透過率を有してい
ること。望ましくは４００～２５００ ｎｍの波長の光を９０％以上透過すること。
【００３６】
（光学的特性）
・当該光学式生体情報計測システム１で使用する波長域において、散乱が少なく光の直進
性に優れていること。
【００３７】
・当該光学式生体情報計測システム１で使用する波長域において、屈折率が当該システム
の照射・受光部１３に使用する光伝送材と被測定部位の中間的な値を有すること（例えば
、光伝送材として光ファイバを用いる場合、４００～２５００ ｎｍの波長域において好
適な光ファイバの屈折率は１．５若しくはそれ以上の値を有している。）。そして、被検
体Ｐの測定部位として好適な皮膚表面の屈折率は１．３８～１．４程度である。この場合
、光整合層１２Ａの屈折率は、望ましくは４００～２５００ ｎｍの波長域において１．
３８から１．５０である。
【００３８】
（生体適合性）
・少なくとも１０℃～４５℃の温度において、少なくとも４００～２５００ ｎｍの波長
の光を照射しても化学的に安定であり、被検体Ｐに直接接触しても安全無害を使用する、
若しくは直接接触しても安全無害な加工を施してあること。
【００３９】
（カップラント機能）
・柔軟性に優れ、当該光学式生体情報計測システム１の照射・受光部１３や被検体Ｐの測
定部位との接触性が良いこと（被検体Ｐとの間に空気を介在させないための機能）。
【００４０】
　なお、光整合層１２Ａの材料としては、シリコンゴム、若しくはシリコンゲル等のシリ
コン樹脂材料を用いることができ、例えばポリジメチルシロキサン（PDMS: Polydimethyl
siloxane）がある。シリコンゴムは１０mW/cm/℃以上の熱伝導率を有するものもある。ポ
リジメチルシロキサンは透明性、安全性、柔軟性に優れ、１．４５程度の屈折率を得るこ
とができる。あるいは、コンタクトレンズの材料として用いられているフッ素化合物、ポ
リハイドロキシエチルメタクリレート（PHEMA）、ポリビニルピロリドン（PVP）、アクリ
ルゴム等を用いることもできる。更には、透明性の高いポリメチルメタクリレート（PMMA
: Polymethyl Methacrylate）樹脂、ポリカーボネート（PC）樹脂、ポリアリレート（PA:
）樹脂等を用いることも可能である。
【００４１】
　温度制御層１２Ｂは、計測部位又はその近傍を光学的生体情報計測に好適な温度に制御
するための層である。温度制御は、当該温度制御層１２Ｂに混合された成分と当該混合さ
れた成分、空気成分、人体組織成分等との化学反応、温度制御層１２Ｂ自身の状態変化（
例えば凝固熱や気化熱を発生する変化）による発熱・吸熱反応、温度制御層１２Ｂが被検
体の物理的状態を変化させる（例えば、血管拡張による血行促進等）ことによる当該被検
体自身の温度変化、炭化ジルコニウム等を用いた光エネルギーから熱エネルギーへのエネ
ルギー変換等によって行なわれる。そのため、温度制御層１２Ｂは、例えば以下の構成及
び機能を有する。
【００４２】
（温度制御）
・生理反応若しくは化学反応により１０℃～４５℃の温度制御が可能な媒介物質であるこ
と。
【００４３】
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・温度制御層１２Ｂとしては、液状またはシート状の形式をとり、以下のような特性を満
足する材料を用いる。
【００４４】
（光学的特性）
　温度制御層１２Ｂが光整合層１２Ａと一体若しくはその一部を構成し、本温度制御総１
２Ｂが照射光又は検出光の光路となる場合には、光整合層１２Ａの特性を兼ね備える必要
がある。
【００４５】
（生体適合性）
・少なくとも１０℃～４５℃の温度において、少なくとも４００～２５００ ｎｍの波長
の光を照射しても化学的に安定であり、被検体に直接接触しても安全無害な材料を使用す
る、若しくは直接接触しても安全無害な加工を施してあること。
【００４６】
・柔軟性に優れ、光学式生体情報計測システムの光照射部や被測定部位との接触性が良い
こと。
【００４７】
　また、温度制御層１２Ｂの材料としては、次の様な材料を用いることができる。
【００４８】
・金属の酸化による燃焼熱や水酸化ナトリウムの溶解熱や酸性物質と塩基性物質との中和
熱等の化学反応材料（例として、温度制御層１２Ｂに水酸化Ｎａを含有させ、試験時に光
透過層の水分と接触させて、発熱させ使用する）。
【００４９】
・酢酸ナトリウム水溶液の凝凝固熱やアルコールの気化熱やアクリレート系繊維による液
化熱等を用いた状態変化材料。
【００５０】
・炭化ジルコニウム等の光エネルギーを熱エネルギーに変換するエネルギー変換材料。
【００５１】
・カプサイシン、メンソール、ニコチン酸ベンジル、ミノキシジル、ビタミンＥ等の被検
体の血行等を変化させることにより、皮膚表面温度を制御する材料。
【００５２】
　また、温度制御層１２Ｂの温度制御に用いる材料が可逆反応可能な物質である場合、温
度制御を行った後に洗浄、加熱、乾燥等の所定の処理を行い、再び利用可能な構成として
もよい。
【００５３】
　光整合層１２Ａと温度制御層１２Ｂとからなる接触部１２全体としては、例えば図１に
示した光プローブ１１に備え付けとする形状の他、光プローブ１１とは別体しシート状と
する形状を採用してもよい。当該シート形状を採用する場合には、計測に先立ってシート
から剥がして当該光学式生体情報計測システムの照射・検出部１３または被検体の測定部
位に貼付される。計測後は、速やかに剥がすことができることが望ましい。
【００５４】
　図４、図５は、接触部１２を被検体Ｐの表面に貼付するシート状とした場合の使用例を
示した図である。接触部１２をシート状とすれば、図４に示すような被検体Ｐの左腕内側
の肘近傍や、図５に示すような指先に貼付して使用することも可能である。
【００５５】
　シート状の接触部１２を採用する場合には、照射光が透過する領域を好適な温度にする
ため、直径１～３ｃｍ程度の平面形状等で、厚さが０．３ｍｍ以下とすることができる。
接触部１２の厚さは照射光の照射特性や検出光の受光特性に影響を与えるので、材料特性
に応じて慎重に選択する必要がある。例えば、厚過ぎる場合には、照射光の散乱や照射ビ
ームの開口特性に起因した照射スポットの拡大、或いは透過性の低下による照射強度の低
下を招く恐れがある。また、接触部１２から被検体Ｐの測定部位への熱の伝搬時間に遅延



(10) JP 4772408 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

が生じる恐れがある。更には、検出光の散乱や検出光学系の開口特性に起因した検出スポ
ットの拡大や迷光の増加を招く恐れがある。一方、薄すぎる場合には、接触部１２の温度
制御成分量が不足し、十分な温度制御を行えない恐れがある。また、機械的な強度が低下
し取り扱いが面倒になる。
【００５６】
　接触部１２は、上述した構成及び機能を持つものであれば、特にその他の限定はない。
従って、例えば、図６～図８の様な構成（変形例）を採用することもできる。すなわち、
図６に示すように、光整合層１２Ａは少なくとも照射・受光部１３の照射面及び受光面を
被覆する平面形状とし、温度制御層１２Ｂは光整合層１２Ａの外周を囲むドーナツ形状と
してもよい。また、図７に示すように、光整合層１２Ａと温度制御層１２Ｂとを積層構造
とし、且つ光整合層１２Ａは温度制御層１２Ｂよりも広い面積とする構成としてもよい。
さらに、図８に示すように、光整合層１２Ａを少なくとも照射・受光部１３の照射面及び
受光面を被覆する第１層と被検体Ｐの表面に接触される第２層との二層構造とし、且つ温
度制御層１２Ｂは光整合層１２Ａの第１層の外周を囲むドーナツ形状としてもよい。
【００５７】
　（温度制御に基づく光照射間又は光検出の制御機能）
　次に、本光学式生体情報計測システム１が有する温度制御に基づく光照射間又は光検出
の制御機能について説明する。この機能は、上記接触部１２によって温度制御される計測
部位の温度を温度センサ２９によって測定し、測定された温度に基づいて測定のタイミン
グを制御するものである。
【００５８】
　すなわち、測定された温度は、データ記憶部３１に自動的に記録される、温度センサ２
９によって測定される計測部位（又はその近傍）の温度の経時的変化を観察し、当該測定
温度が計測に好適な温度（計測温度）になったタイミングで測定をを開始するように、デ
ータ収集部２３を制御する。なお、計測温度は、計測対象によって異なる。制御部２７は
、データ記憶部３１に予め記憶されている計測対象毎の計測温度に従って、測定のタイミ
ングを制御する。なお、本装置の場合、測定時においては、照射・受光部１３から被検体
に向けて常時光が照射された状態となっているものとする。
【００５９】
　以上述べた構成によれば、以下の効果を得ることができる。
【００６０】
　本光学式生体情報計測システムによれば、計測部位又はその近傍の温度を、光整合層の
機能を有し照射・受光部と被検体との間に設けられる接触部自体の発熱等によって実行す
る。従って、計測部位の温度を制御するための装置をシステムに持たせる必要がなく、構
成を簡素化することができる。その結果、システム全体を小型化・軽量化することができ
、その利便性、携帯性を向上させることができる。
【００６１】
　また、計測部位の温度を制御するための装置をシステムに持たせる必要がないため、省
電力化を実現することができる。その結果、連続使用時間を長くすることができ、装置と
しての利便性をさらに向上させることができる。
【００６２】
　また、本光学的生体情報計測システムの被検体との接触部は、柔軟性のあるシート状に
することも可能である。この様な構成により、曲面や凹凸のある部位であっても接触部を
貼付することができ、好適な光計測を実現することができる。
【００６３】
　また、本光学的生体情報計測システムの被検体との接触部は、シート状の使い捨てタイ
プ、シート状の再利用タイプのいずれにすることも可能である。シート状の使い捨てタイ
プを採用した場合には、接触部が破損等した場合であっても問題なく対応することができ
る。一方、シート状の再利用タイプを採用した場合には、運用コストを低減することが可
能となる。
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【００６４】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。接触部１２によって被検体Ｐを所定の
温度にできない場合、第２実施形態に係る光学的生体情報計測システムは、第１実施形態
において説明した構成に加えて、さらにシステム本体側からの信号により接触層と介して
被検体Ｐの温度制御を積極的に行うものである。
【００６５】
　図９は、第２実施形態に係る光学的生体情報計測システム１のブロック構成図を示して
いる。図１の例と比較した場合、本実施形態に係る光学的生体情報計測システム１は、温
度制御部４０、及び温度制御素子４１をさらに具備する点、さらに当該温度制御部４０、
温度制御素子４１を用いた温度制御を行う点で異なる。
【００６６】
　温度制御部４０は、制御部２７からの制御に従って温度制御素子４１の温度を調整する
。
【００６７】
　温度制御素子４１は、接触部１２の温度制御層１２Ｂに接続され、温度制御素子４１か
らの制御に従って温度制御層１２Ｂを介して被検体Ｐを所定の温度に調整する。
【００６８】
　データ記憶部３１は、計測対象毎の計測部位温度パターンを記憶する。
【００６９】
　制御部２７は、データ記憶部３１に記憶された計測対象毎の計測部位温度パターンに基
づいて、温度制御素子４１を制御する。
【００７０】
　（接触部）
　図１０は、本実施形態に係る光プローブ１１及び接触部１２の断面図の一例を示してい
る。同図に示すように、当該光プローブ１１においては、温度制御層１２Ｂを介して被検
体Ｐの温度を制御するため（すなわち、温度を上昇又は下降させるため）の温度制御素子
４１が設けられている。また、接触部１２には、第１実施形態において説明した構成と同
等の成分が含まれている。従って、接触部１２によって被検体Ｐの温度を好適な温度に近
づける。
【００７１】
　本実施形態に係る接触部１２は、上述した構成及び機能を持つものであれば、特にその
他の限定はない。従って、例えば、図１１～図１３の様な構成（変形例）を採用すること
もできる。すなわち、図１１に示すように、光整合層１２Ａは少なくとも照射・受光部１
３の照射面及び受光面を被覆する平面形状とし、温度制御層１２Ｂは光整合層１２Ａの外
周を囲むドーナツ形状としてもよい。また、図１２に示すように、光整合層１２Ａと温度
制御層１２Ｂとを積層構造とし、且つ光整合層１２Ａは温度制御層１２Ｂよりも広い面積
とする構成としてもよい。さらに、図１３に示すように、光整合層１２Ａを少なくとも照
射・受光部１３の照射面及び受光面を被覆する第１層と被検体Ｐの表面に接触される第２
層との二層構造とし、且つ温度制御層１２Ｂは光整合層１２Ａの第１層の外周を囲むドー
ナツ形状としてもよい。なお、いずれの変形例においても、温度センサ２９及び温度制御
素子４１によって、被検体Ｐを好適な温度に制御する。　以上述べた本光学的生態情報計
測システムによれば、温度制御層１２Ｂ自体の温度上昇又は下降に加えて、温度制御素子
４１によるシステム本体側からの積極的な温度制御が実行される。従って、第１実施形態
にて述べた効果に加えて、さらに効率的な計測部位の温度制御が可能となる。
【００７２】
　また、本光学的生態情報計測システムは、第１実施形態にて述べた温度制御層１２Ｂ自
体の発熱による温度制御を併用する。従って、従来に比して温度制御機構を小さくするこ
とができ、その結果、システム全体を小型化・軽量化し、その利便性、携帯性を向上させ
ることができる。
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【００７３】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。具体的な変形例としては、例え
ば次のようなものがある。
【００７４】
　（１）上記各実施形態においては、光整合層１２Ａと温度制御層１２Ｂとは、接触部１
２を構成する一体構造とした。これに対し、光整合層１２Ａ及び温度制御層１２Ｂをそれ
ぞれ別体とし、シート状として貼付可能なようにしてもよい。
【００７５】
　（２）上記各実施形態においては、光整合層１２Ａ及び温度制御層１２Ｂの双方ともシ
ート状等の有形な構成であるとした。これに対し、光整合層１２Ａ及び温度制御層１２Ｂ
の少なくとも一方を液状とし、被検体Ｐの表面、光照射面。受光面等に塗布することで同
様の機能、効果を実現する構成としてもよい。例えば、図７、図８、図１２の例において
、光整合層１２Ａのみを液状とするようにしてもよい。
【００７６】
　また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々
の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削
除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　以上本発明によれば、従来に比して軽量且つ小型であり、電源を長時間持続させること
ができる光学式生体情報計測システム、及び当該システムに用いられるカップリング層を
実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】図１は、第１の本実施形態に係る光学的生体情報計測システム１のブロック構成
図を示している。
【図２】図２は、第１実施形態に係る光学的生体情報計測システム１が有する光プローブ
１１の断面図の一例を示している。
【図３】図３は、第１実施形態に係る光学的生体情報計測システム１が有する光プローブ
１１を光照射面側（又は光検出面側）から見た構成の一例を示した図である。
【図４】図４は、接触部１２を被検体Ｐの表面に貼付するシート状とした場合の使用例を
示した図である。
【図５】図５は、接触部１２を被検体Ｐの表面に貼付するシート状とした場合の使用例を
示した図である。
【図６】図６は、第１実施形態に係る光学的生体情報計測システム１が有する接触部１２
の他の構成例を示した図である。
【図７】図７は、第１実施形態に係る光学的生体情報計測システム１が有する接触部１２
の他の構成例を示した図である。
【図８】図８は、第１実施形態に係る光学的生体情報計測システム１が有する接触部１２
の他の構成例を示した図である。
【図９】図９は、第２実施形態に係る光学的生体情報計測システム１のブロック構成図を
示している。
【図１０】図１０は、第２実施形態に係る光学的生体情報計測システム１が有する「光プ
ローブ１１の断面図の一例を示している。
【図１１】図１１は、第２実施形態に係る光学的生体情報計測システム１が有する接触部
１２の他の構成例を示した図である。
【図１２】図１２は、第２実施形態に係る光学的生体情報計測システム１が有する接触部
１２の他の構成例を示した図である。
【図１３】図１３は、第２実施形態に係る光学的生体情報計測システム１が有する接触部



(13) JP 4772408 B2 2011.9.14

１２の他の構成例を示した図である。
【符号の説明】
【００７９】
１１…光プローブ、１２…接触部、１２Ａ…光整合層、１２Ｂ…温度制御層、１３…照射
・受光部、１３Ａ…照射用光ファイバ、１３Ｂ…受光用光ファイバ、１５…合波部、１７
…光源部、１９…光検出部、２１…信号増幅部、２３…データ収集部、２５…信号処理部
、２７…制御部、２９…温度センサ、３１…データ記憶部、３３…電源部、３５…操作部
、３７…表示部、４０…温度制御部、４１…温度制御素子

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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